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議案第11号 

 

飯田市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和８年２月27日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例（案） 
 

飯田市社会福祉審議会条例（平成15年飯田市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項第１号を次のように改める。 

(1) こども若者分科会 次のアからオまでに掲げる事項 

ア 児童（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第４条に規定する児童をいう。）の福祉に

関する事項 

イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）に基づく母子及び父子並びに

寡婦の福祉に関する事項 

ウ 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第72条第１項各号に規定する事項 

エ 児童福祉法第８条第４項に規定する市町村児童福祉審議会として同法の規定に基づき行

う事項 

オ 子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第71号）に基づく若者及び子育てに関する

施策の総合的な推進に関する事項 

第８条第１項第２号中「障害者福祉分科会」を「障がい者福祉分科会」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日の前日において、改正前の飯田市社会福祉審議会条例（以下「旧条例」という。）の

規定に基づき児童福祉分科会の委員に委嘱されていた者は、この条例の施行の際、改正後の飯

田市社会福祉審議会条例（以下「新条例」という。）の規定に基づきこども若者分科会の委員

に任命されたものと、旧条例の規定に基づき障害者福祉分科会の委員に委嘱されていた者は、

この条例の施行の際、新条例の規定に基づき障がい者福祉分科会の委員に任命されたものとみ

なす。この場合において、当該みなされる委員の任期は、旧条例の規定に基づき委嘱された委

員としての任期とする。 

（飯田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正） 

３ 次に掲げる条例の規定中「児童福祉分科会」を「こども若者分科会」に改める。 

 (1) 飯田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年飯田市条例

第50号）第４条第３項 
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(2) 飯田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年飯田

市条例第60号）第４条第３項 

(3) 飯田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年飯田市条

例第15号）第４条第３項 
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○飯田市社会福祉審議会条例 

平成15年３月28日 

条例第８号 

（設置） 

第１条 飯田市の社会福祉の増進に資するため、飯田市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。 

（任務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、福祉及び健康づくりの施策に関する事項について調査及

び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会に本部会と専門分科会を置く。 

２ 本部会は、専門分科会を統括するとともに地域福祉の推進に関する事項について調査及び審

議を行う。 

３ 専門分科会は、本部会の指示により専門的知見に基づいて調査及び審議を行う。 

（本部会委員） 

第４条 本部会に本部会委員を置く。 

２ 本部会委員の定員は15人以内とし、次の各号に定める者の中から市長が任命する。 

(1) 第８条第４項の規定により専門分科会の委員に任命された者 

(2) 学識経験者 

（本部会委員の任期） 

第５条 本部会委員の任期は、３年とする。 

２ 本部会委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、前条第２項の例により新たに本部

会委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。 

（委員長等） 

第６条 本部会に委員長及び副委員長を置き、本部会委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、本部会を代表し、本部会の会議を招集する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長

の職務を代理する。 

（本部会の会議） 

第７条 委員長は、市長の諮問を受けて、前条第２項の規定により本部会の会議の招集を行う。 

２ 本部会の会議の議長は、委員長が行う。 

３ 委員長は、本部会委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。 

（専門分科会） 

第８条 専門分科会は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める事項を調査及び

審議する。 

(1) 児童福祉分科会 児童、母子家庭、父子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項（子ども・子

育て支援法（平成24年法律第65号）第72条第１項各号に規定する事項を含む。） 

(2) 障害者福祉分科会 身体障害者、知的障害者及び精神障害者の福祉に関する事項 

(3) 高齢者福祉分科会 高齢者保健福祉及び介護保険事業に関する事項（介護保険法（平成９

年法律第123号）第115条の48第２項に規定する事項を含む。） 

(4) 健康づくり分科会 市民の健康づくりに関する事項 

２ 専門分科会は、委員長の諮問に応じて前項の調査及び審議を行う。 

３ 専門分科会に専門分科会委員（以下この条において「委員」という。）を置き、各専門分科
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会の委員の定員は、それぞれ30人以内とする。 

４ 委員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任命する。 

(1) 飯田市の区域に居住する者で福祉又は健康づくりに関する活動を行っているもの 

(2) 飯田市の区域に所在する福祉に関する活動を行っている団体を代表する者 

(3) 飯田市の区域に居住する者で福祉サービスを利用しているもの 

(4) 飯田市の区域に所在する健康づくりに関する活動を行っている団体を代表する者 

(5) 飯田市の区域に居住する者で社会福祉に関心を有するもの 

(6) 学識経験者 

５ 委員の任期は、３年とする。 

６ 委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、第４項の例により新たに委員を任命する。

この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。 

７ 専門分科会に専門分科会会長（以下この条において「会長」という。）及び専門分科会副会

長を置き、専門分科会に属する委員の互選によりこれを定める。 

８ 専門分科会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

９ 会長は、委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。 

10 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、専門分科会副会長が会長の職務を代理する。 

（補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定め

る。 

附 則（令和５年３月27日条例第６号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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○飯田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

平成26年12月24日 

条例第50号 

目次 

第１章 総則（第１条―第22条） 

第２章 家庭的保育事業（第23条―第27条） 

第３章 小規模保育事業 

第１節 小規模保育事業の区分（第28条） 

第２節 小規模保育事業A型（第29条―第31条） 

第３節 小規模保育事業B型（第32条・第33条） 

第４節 小規模保育事業C型（第34条―第37条） 

第４章 居宅訪問型保育事業（第38条―第42条） 

第５章 事業所内保育事業（第43条―第49条） 

附則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の16第１

項の規定により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 児童 法第４条第１項に規定するものをいう。 

(2) 乳児 法第４条第１項第１号に規定するものをいう。 

(3) 幼児 法第４条第１項第２号に規定する幼児のうち、満３歳に満たない者（法第６条の３

第９項第２号、同条第10項第２号、同条第11項第２号又は同条第12項第２号の規定により保

育が必要と認められる児童であって満３歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、

満３歳に満たない者及び当該満３歳以上の児童）をいう。 

(4) 保護者 法第６条に規定するものをいう。 

(5) 家庭的保育事業 法第６条の３第９項に規定するものをいう。 

(6) 小規模保育事業 法第６条の３第10項に規定するものをいう。 

(7) 居宅訪問型保育事業 法第６条の３第11項に規定するものをいう。 

(8) 事業所内保育事業 法第６条の３第12項に規定するものをいう。 

(9) 家庭的保育事業等 法第24条第２項に規定するものをいう。 

（最低基準の目的等） 

第３条 この条例に定める基準（次項及び次条において「最低基準」という。）は、家庭的保育

事業等を利用している乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）が、明るくて、衛生的な

環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（家庭的保育事業等を行う事業所

（以下「家庭的保育事業所等」という。）の管理者を含む。以下同じ。）が保育を提供するこ

とにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

２ 飯田市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と家庭的保育事業者等） 

第４条 家庭的保育事業等を行う者（以下「家庭的保育事業者等」という。）は、最低基準を超

えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 
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２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低

基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

３ 市長は、飯田市社会福祉審議会（飯田市社会福祉審議会条例（平成15年飯田市条例第８号）

第１条に規定するものをいう。）の児童福祉分科会（同条例第８条第１項第１号に規定するも

のをいう。）の意見を聴き、家庭的保育事業者等に対し、最低基準を超えて、その設備及び運

営を向上させるように勧告することができる。 

（家庭的保育事業者等の一般原則） 

第５条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を

尊重して、その運営を行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社

会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければ

ならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常

にその改善を図るよう努めなければならない。 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第１項第２号、第

15条第２項及び第３項、第16条第１項並びに第17条第１項において同じ。）には、法に定める

それぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 

６ 家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対

する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

 

以下省略 
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○飯田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

平成26年12月24日 

条例第60号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の８の２

第１項の規定により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 放課後児童健全育成事業 法第６条の３第２項に規定するものをいう。 

(2) 児童 法第４条第１項に規定するものをいう。 

(3) 保護者 法第６条に規定するものをいう。 

（最低基準の目的等） 

第３条 この条例に定める基準（次項及び次条において「最低基準」という。）は、放課後児童

健全育成事業を利用している児童（以下「利用者」という。）が、明るくて、衛生的な環境に

おいて、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成

されることを保障するものとする。 

２ 飯田市（以下「市」という。）は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と放課後児童健全育成事業者） 

第４条 放課後児童健全育成事業を行う者（以下「放課後児童健全育成事業者」という。）は、

最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、

最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

３ 市長は、飯田市社会福祉審議会（飯田市社会福祉審議会条例（平成15年飯田市条例第８号）

第１条に規定するものをいう。）の児童福祉分科会（同条例第８条第１項第１号に規定するも

のをいう。）の意見を聴き、放課後児童健全育成事業者に対し、最低基準を超えて、その設備

及び運営を向上させるように勧告することができる。 

 

以下省略 
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○飯田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

令和７年３月28日 

条例第15号 

目次 

第１章 総則（第１条―第20条） 

第２章 乳児等通園支援事業 

第１節 通則（第21条） 

第２節 一般型乳児等通園支援事業（第22条―第25条） 

第３節 余裕活用型乳児等通園支援事業（第26条・第27条） 

第３章 雑則（第28条） 

附則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の16第１

項の規定により、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 児童 法第４条第１項に規定するものをいう。 

(2) 乳児 法第４条第１項第１号に規定するものをいう。 

(3) 幼児 法第４条第１項第２号に規定する幼児のうち、満３歳に満たない者をいう。 

(4) 保護者 法第６条に規定するものをいう。 

(5) 乳児等通園支援事業 法第６条の３第23項に規定するものをいう。 

(6) 乳児等通園支援 乳児等通園支援事業として行う法第６条の３第23項の乳児又は幼児への

遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。 

（最低基準の目的等） 

第３条 この条例に定める基準（以下「最低基準」という。）は、乳児等通園支援事業を利用し

ている乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）が、明るくて、衛生的な環境において、

素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員（乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「乳児

等通園支援事業所」という。）の管理者を含む。以下同じ。）が乳児等通園支援を提供するこ

とにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。 

２ 飯田市は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

（最低基準と乳児等通園支援事業者） 

第４条 乳児等通園支援事業を行う者（以下「乳児等通園支援事業者」という。）は、最低基準

を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 

２ 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている乳児等通園支援事業者においては、最

低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。 

３ 市長は、飯田市社会福祉審議会（飯田市社会福祉審議会条例（平成15年飯田市条例第８号）

第１条に規定するものをいう。）の児童福祉分科会（同条例第８条第１項第１号に規定するも

のをいう。）の意見を聴き、乳児等通園支援事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び

運営を向上させるように勧告することができる。 

 

以下省略 
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○児童福祉法 

昭和二十二年十二月十二日 法律第百六十四号 

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

一 乳児 満一歳に満たない者 

二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある

児童（発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規定する発達障害児

を含む。）又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項の

政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。 

 

第八条 第九項、第十八条の二十の二第二項（第十八条の三十三第四項において準用する場合を

含む。第九項において同じ。）、第二十七条第六項、第三十三条の十五（第三十三条の十六の

二第三項において準用する場合を含む。）、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十

九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定（これらの規定のうち、都道府県に係

る部分に限る。）によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福

祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法（昭和二十六

年法律第四十五号）第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審

議会（第九項において「地方社会福祉審議会」という。）に児童福祉に関する事項を調査審議

させる都道府県にあつては、この限りでない。 

② 前項に規定する審議会その他の合議制の機関（以下「都道府県児童福祉審議会」という。）

は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議す

ることができる。 

③ 市町村は、第十八条の三十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項、

第三十三条の十五及び第三十四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定

（これらの規定のうち、市町村に係る部分に限る。）によりその権限に属させられた事項及び

前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことが

できる。 

④ 都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関

（以下「市町村児童福祉審議会」という。）は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に

答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。 

⑤ 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会（以下「児童福祉審議会」という。）は、

特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を

求めることができる。 

⑥ 児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、児童、妊産婦及び知的障害者、これら

の者の家族その他の関係者に対し、第一項本文及び第二項の事項を調査審議するため必要な報

告若しくは資料の提出を求め、又はその者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

⑦ 児童福祉審議会は、前項の規定により意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の

状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない。 

⑧ こども家庭審議会、社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供

する等常に緊密な連絡をとらなければならない。 

⑨ こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会（第一項ただし書に規定す
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る都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第十八条の二十の二第二項、第二十七条

第六項、第三十三条の十第三項第二号、第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用

する第三十三条の十五、第三十五条第六項、第四十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第

六項において同じ。）は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、玩具、遊戯

等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をする

ことができる。 

 

第九条 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をする

ことができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学

識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 

② 児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置

くことができる。 

③ 児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、

かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、

都道府県知事又は市町村長が任命する。 

④ 児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。 

 

 

○母子及び父子並びに寡婦福祉法 

昭和三十九年七月一日 法律第百二十九号 

（定義） 

第六条 この法律において「配偶者のない女子」とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）と死別した女子であつて、現に婚姻

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。）

をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。 

一 離婚した女子であつて現に婚姻をしていないもの 

二 配偶者の生死が明らかでない女子 

三 配偶者から遺棄されている女子 

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている女子 

六 前各号に掲げる者に準ずる女子であつて政令で定めるもの 

２ この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現に婚姻を

していないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 

一 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 

二 配偶者の生死が明らかでない男子 

三 配偶者から遺棄されている男子 

四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子 

五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子 

六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの 

３ この法律において「児童」とは、二十歳に満たない者をいう。 

４ この法律において「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子とし

て民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百七十七条の規定により児童を扶養していたこと

のあるものをいう。 
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５ この法律において「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。 

６ この法律において「母子・父子福祉団体」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養している

もの（配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているも

の（以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。）又は配偶者のない男

子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの（以下「配偶者のない男子で現に児

童を扶養しているもの」という。）をいう。第八条第二項において同じ。）の福祉又はこれに

併せて寡婦の福祉を増進することを主たる目的とする次の各号に掲げる法人であつて当該各号

に定めるその役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるものをいう。 

一 社会福祉法人 理事 

二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて内閣府令で定めるもの 内閣府

令で定める役員 

 

 

○子ども・子育て支援法 

平成二十四年八月二十二日 法律第六十五号 

第七十二条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会そ

の他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を処理する

こと。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第二項に規定する事項を処理する

こと。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理するこ

と。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び

子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

３ 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市

町村の条例で定める。 

４ 都道府県は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の

合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に関し、第六十二条第五項に規定する事項を処理

すること。 

二 当該都道府県における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必

要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県に合議制の機関が置かれた場合に準

用する。 
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○子ども・若者育成支援推進法 

平成二十一年七月八日 法律第七十一号 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 子ども・若者育成支援施策（第七条―第十四条） 

第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援（第十五条

―第二十五条） 

第四章 削除 

第五章 罰則（第三十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展

の基礎をなすものであることにかんがみ、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理念にの

っとり、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ど

も・若者の問題が深刻な状況にあることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育成、子ども・若

者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援その他の取組（以下「子ども・

若者育成支援」という。）について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の

基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な子ども・

若者育成支援のための施策（以下「子ども・若者育成支援施策」という。）を推進することを

目的とする。 

（令四法七七・一部改正） 

（基本理念） 

第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立した個

人としての自己を確立し、他者とともに次代の社会を担うことができるようになることを目

指すこと。 

二 子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受けること

がないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること。 

三 子ども・若者が成長する過程においては、様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとと

もに、とりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨とすること。 

四 子ども・若者育成支援において、家庭、学校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野にお

ける全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組む

こと。 

五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性その他の状況に応じてその健やかな成長が図られ

るよう、良好な社会環境（教育、医療及び雇用に係る環境を含む。以下同じ。）の整備その

他必要な配慮を行うこと。 

六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における知見を総合し

て行うこと。 

七 修学及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を

過度に行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有

する子ども・若者に対しては、その困難の内容及び程度に応じ、当該子ども・若者の意思を

十分に尊重しつつ、必要な支援を行うこと。 
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（令六法四七・一部改正） 

（国の責務） 

第三条 国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ども・若者

育成支援施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地方

公共団体との連携を図りつつ、その区域内における子ども・若者の状況に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

（法制上の措置等） 

第五条 政府は、子ども・若者育成支援施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第六条 政府は、毎年、国会に、我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・

若者育成支援施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければなら

ない。 

２ こども基本法（令和四年法律第七十七号）第八条第一項の規定による国会への報告及び公表

がされたときは、前項の規定による国会への報告及び公表がされたものとみなす。 

（令四法七七・一部改正） 

第二章 子ども・若者育成支援施策 

（子ども・若者育成支援施策の基本） 

第七条 子ども・若者育成支援施策は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機関相

互の密接な連携並びに民間の団体及び国民一般の理解と協力の下に、関連分野における総合的

な取組として行われなければならない。 

（子ども・若者育成支援推進大綱） 

第八条 政府は、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱（以下「子ども・若者育成

支援推進大綱」という。）を定めなければならない。 

２ 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 子ども・若者育成支援施策に関する基本的な方針 

二 子ども・若者育成支援施策に関する次に掲げる事項 

イ 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の各関連分野における施策に関

する事項 

ロ 子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備に関する事項 

ハ 第二条第七号に規定する支援に関する事項 

ニ イからハまでに掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策に関する重要事項 

三 子ども・若者育成支援施策を総合的に実施するために必要な国の関係行政機関、地方公共団

体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 子ども・若者育成支援に関する国民の理解の増進に関する事項 

五 子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な調査研究に関する事項 

六 子ども・若者育成支援に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項 

七 子ども・若者育成支援に関する国際的な協力に関する事項 

八 前各号に掲げるもののほか、子ども・若者育成支援施策を推進するために必要な事項 

３ こども基本法第九条第一項の規定により定められた同項のこども大綱のうち前項各号に掲げ

る事項に係る部分は、第一項の規定により定められた子ども・若者育成支援推進大綱とみなす。 
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（令四法七七・一部改正） 

（都道府県子ども・若者計画等） 

第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内におけ

る子ども・若者育成支援についての計画（以下この条において「都道府県子ども・若者計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱（都道府県子ども・若者計画が定められていると

きは、子ども・若者育成支援推進大綱及び都道府県子ども・若者計画）を勘案して、当該市町

村の区域内における子ども・若者育成支援についての計画（次項において「市町村子ども・若

者計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども・若者計画又は市町村子ども・若者計画を定めたと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

（令四法七七・一部改正） 

（国民の理解の増進等） 

第十条 国及び地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、そ

の理解と協力を得るとともに、社会を構成する多様な主体の参加による自主的な活動に資する

よう、必要な啓発活動を積極的に行うものとする。 

（社会環境の整備） 

第十一条 国及び地方公共団体は、子ども・若者の健やかな成長を阻害する行為の防止その他の

子ども・若者の健やかな成長に資する良好な社会環境の整備について、必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

（意見の反映） 

第十二条 国は、子ども・若者育成支援施策の策定及び実施に関して、子ども・若者を含めた国

民の意見をその施策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

（子ども・若者総合相談センター） 

第十三条 地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他

の必要な情報の提供及び助言を行う拠点（第二十条第三項において「子ども・若者総合相談セ

ンター」という。）としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるも

のとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十四条 国は、子ども・若者育成支援施策に関し、地方公共団体が実施する施策及び民間の団

体が行う子ども・若者の社会参加の促進その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援 

（関係機関等による支援） 

第十五条 国及び地方公共団体の機関、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促進法

（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体並びに学識

経験者その他の者であって、教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用その他の子ども・

若者育成支援に関連する分野の事務に従事するもの（以下「関係機関等」という。）は、修学

及び就業のいずれもしていない子ども・若者、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に

行っていると認められる子ども・若者その他の社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ど

も・若者に対する次に掲げる支援（以下この章において単に「支援」という。）を行うよう努

めるものとする。 

一 社会生活を円滑に営むことができるようにするために、関係機関等の施設、子ども・若者の
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住居その他の適切な場所において、必要な相談、助言又は指導を行うこと。 

二 医療及び療養を受けることを助けること。 

三 生活環境を改善すること。 

四 修学又は就業を助けること。 

五 前号に掲げるもののほか、社会生活を営むために必要な知識技能の習得を助けること。 

六 前各号に掲げるもののほか、社会生活を円滑に営むことができるようにするための援助を行

うこと。 

２ 関係機関等は、前項に規定する子ども・若者に対する支援に寄与するため、当該子ども・若

者の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者に対し、相談及び助言

その他の援助を行うよう努めるものとする。 

（令六法四七・一部改正） 

（関係機関等の責務） 

第十六条 関係機関等は、必要な支援が早期かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をとると

ともに、必要な支援を継続的に行うよう努めるものとする。 

一 前条第一項に規定する子ども・若者の状況を把握すること。 

二 相互に連携を図るとともに、前条第一項に規定する子ども・若者又は当該子ども・若者の家

族その他子ども・若者が円滑な社会生活を営むことに関係する者を必要に応じて速やかに適

切な関係機関等に誘導すること。 

三 関係機関等が行う支援について、地域住民に周知すること。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、第十五条第一項に規定する子ども・若者が社会生活を円滑に

営む上での困難を有することとなった原因の究明、支援の方法等に関する必要な調査研究を行

うよう努めるものとする。 

（人材の養成等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成

及び資質の向上並びに第十五条第一項各号に掲げる支援を実施するための体制の整備に必要な

施策を講ずるよう努めるものとする。 

（子ども・若者支援地域協議会） 

第十九条 地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその効果的

かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者

支援地域協議会（以下「協議会」という。）を置くよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を

公示しなければならない。 

（協議会の事務等） 

第二十条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報の交換を行うとともに、支援

の内容に関する協議を行うものとする。 

２ 協議会を構成する関係機関等（以下「構成機関等」という。）は、前項の協議の結果に基づ

き、支援を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は

構成機関等による支援の実施に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要がある

と認めるときは、構成機関等（構成機関等に該当しない子ども・若者総合相談センターとして

の機能を担う者を含む。）に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情報の提供、意見

の開陳その他の必要な協力を求めることができる。 
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（子ども・若者支援調整機関） 

第二十一条 協議会を設置した地方公共団体の長は、構成機関等のうちから一の機関又は団体を

限り子ども・若者支援調整機関（以下「調整機関」という。）として指定することができる。 

２ 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、必要な支援が適切に行われるよう、

協議会の定めるところにより、構成機関等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応じて他の

構成機関等が行う支援を組み合わせるなど構成機関等相互の連絡調整を行うものとする。 

３ 調整機関は、第十五条第一項に規定する子ども・若者のうち児童福祉法（昭和二十二年法律

第百六十四号）第二十五条の二第一項に規定する要保護児童又は同法第六条の三第五項に規定

する要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第二十五条の二第一項に規定する要保護児

童対策地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同条第四項に規定する要

保護児童対策調整機関と連携を図るよう努めるものとする。 

（令六法四七・一部改正） 

（子ども・若者指定支援機関） 

第二十二条 協議会を設置した地方公共団体の長は、当該協議会において行われる支援の全般に

ついて主導的な役割を果たす者を定めることにより必要な支援が適切に行われることを確保す

るため、構成機関等（調整機関を含む。）のうちから一の団体を限り子ども・若者指定支援機

関（以下「指定支援機関」という。）として指定することができる。 

２ 指定支援機関は、協議会の定めるところにより、調整機関と連携し、構成機関等が行う支援

の状況を把握しつつ、必要に応じ、第十五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援を実施す

るものとする。 

（指定支援機関への援助等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、指定支援機関が前条第二項の業務を適切に行うことができ

るようにするため、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

２ 国は、必要な支援があまねく全国において効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げるも

ののほか、指定支援機関の指定を行っていない地方公共団体（協議会を設置していない地方公

共団体を含む。）に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。 

３ 協議会及び構成機関等は、指定支援機関に対し、支援の対象となる子ども・若者に関する情

報の提供その他必要な協力を行うよう努めるものとする。 

（秘密保持義務） 

第二十四条 協議会の事務（調整機関及び指定支援機関としての事務を含む。以下この条におい

て同じ。）に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十五条 第十九条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、協議会が定める。 

第四章 削除 

（令四法七七） 

 

以下省略 




